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子育て支援事業の定義規定のイメージ

原則として市町村内の乳児のいるすべての家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、①子育てに
関する情報の提供、②乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握、③養育についての相談及び助言を行
うほか、④必要に応じて、これらの者に対して養育支援訪問事業の実施その他の適切な支援が行われるよう連絡調整
を行う事業

１ 乳児家庭全戸訪問事業

厚生労働省令で定めるところにより、①乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援する
ことが特に必要と認められる児童及びその保護者、②保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びそ
の保護者、③出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が
適切かつ安定的に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な
支援を行う事業

２ 養育支援家庭訪問事業

厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての
相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

３ 地域子育て支援拠点事業

家庭において保育されることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主とし
て昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業

４ 一時預かり事業

保育に欠ける乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、家庭的保育者（保育士であって市町村の行う
研修を修了した者その他の厚生労働省令で定めるもの（市町村長が適当と認める者に限る））の居宅その他の場所におい
て、家庭的保育者による保育を行う事業

５ 家庭的保育事業
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子育て支援事業の事業開始・指導監督の仕組みのイメージ

１ 社会福祉法に基づく第２種社会福祉事業の事業開始・
指導監督の仕組み （乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問
事業・地域子育て支援拠点事業）

事業の開始

都道府県知事へ事業開始の届出（※事後）
（事業開始から１ヶ月以内）

事業の開始

都道府県知事へ事業開始の届出（※事前）

２ 児童福祉法に基づく一時預かり事業・家庭的保育
事業の事業開始・指導監督の仕組み

～事業開始時～ ～事業開始時～

～事業開始後の指導監督～

都道府県知事は、必要と認める事項の

報告徴収、検査が可能

都道府県知事は、

・事業者が報告徴収・検査に応じない場合

・サービス利用者の処遇について不当な行為をした場合

等は、事業の制限・停止を命ずることが可能。

～事業開始後の指導監督～

都道府県知事は、必要と認める事項の

報告徴収、立入検査が可能

都道府県知事は、事業が基準に適合しない場合

は、必要な措置を命ずることが可能。

都道府県知事は、

・ 事業者が命令・処分に違反した場合

・サービス利用者の処遇について不当な行為をした場合

等は、事業の制限・停止を命ずることが可能。

＋

※ このほか、第２種社会福祉事業として位置付けた事業（乳児家庭全戸訪問事業・養育支援家訪問事業・地域子育て支援
拠点事業・一時預かり事業）については、①寄付金の募集に際しての許可制度、②サービス利用者に対する情報提供努力
義務、③利用申込み時の契約内容等の説明の努力義務、④自己評価等の質の向上の努力義務、⑤誇大広告の禁止等の
社会福祉法の規定のほか、⑥消費税、登録免許税等の非課税措置の対象となる。


